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資料資料資料資料１１１１    施設規模検討資料施設規模検討資料施設規模検討資料施設規模検討資料    

 

本組合では、平成 14 年度、廃棄物処理施設整備計画書を提出するにあたり、ごみ処理基本計画

（改訂版）を策定し、新規施設の最終的な施設規模の決定を行った。最終的な施設規模を決定す

る際には、最新年のごみ排出量の実績及び排出抑制等の効果等を改めて見直すことが必要である。

本事業における施設規模の変更（縮小）に係る要因を整理したものを以下に示す。 

なお、方法書提出時（平成 13 年 2 月）は、平成 10 年度に策定したごみ処理基本計画の人口及

びごみ排出量の将来推計に基づき算定した施設規模を記載したものである。 

 

１ 推計の見直し 

 施設規模が縮小する第１の要因は推計の見直しであり、これに伴って大きな変化としてあ

げられるものは人口の推計結果である。参考として、次図に平成 10 年度及び平成 14 年度に

策定したごみ処理基本計画での人口の推計結果の違いを示す。 

 この結果が示すとおり、最新の実績を用いて人口の推計を見直したことにより、施設整備

の計画目標年次である平成 24 年度では、計画人口に約 16,600 人の差があり、これに伴って

各種ごみ排出量も減少することとなる。 
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資料：「ごみ処理基本計画」（平成 11 年、城南衛生管理組合） 

「ごみ処理基本計画【平成 14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組合） 
 

人口の推移 

 

２ 資源化の推進 

 施設規模が縮小する第 2 の要因は資源化の推進であり、可燃ごみ量に直接関係する内容と

しては、従来から実施している集団回収の推進の強化、直営収集による対応を含めた古紙類

の資源化の徹底、前回計画以降に開始した魚腸骨及び剪定枝の資源化等があげられる。これ

らをふまえて、今後の資源化量の推移を算出したもの、資源化量のうち最も割合の大きい集

団回収の推移の内訳を次図示す。 
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この結果が示すとおり、平成 13 年度時点と比較して大幅な資源化の推進を計画しており、

特に集団回収の強化については、今後より一層積極的に取組む予定となっている。これに伴

って、これまで可燃ごみとして排出されていた資源化可能なごみは焼却処理する必要がなく

なることから、可燃ごみ量は減少することとなる。 
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資料：「ごみ処理基本計画【平成 14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組合） 

資源化量の推移 
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資料：「ごみ処理基本計画【平成 14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組合） 

集団回収の内訳 

 

３ 発生抑制 

 施設規模が縮小する第 3 の要因は発生抑制計画の追加であり、「ごみ処理基本計画【平成

14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組合）では、発生抑制目標値として平成 25 年

度時点で家庭系可燃ごみに 5％の減量を行うこととしている。また、事業系可燃ごみについて

は、発生状況等をふまえて、各市町で個別に目標値を設定している。これらをふまえて、今

後の発生抑制量の推移を算出したものを次図に示す。 
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この結果が示すとおり、今後、積極的な発生抑制の推進を計画しており、これに伴って、

可燃ごみ量は減少することとなる。 

《備考》 

発生抑制：家庭及び事業所から出るごみの量自体を削減すること。 

   例）生ごみの水切りの徹底、生ごみの堆肥化、裏紙の利用、買物袋持参、 

     過剰包装の拒否・自粛等 
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資料：「ごみ処理基本計画【平成 14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組合） 

発生抑制量の計画 

 

４ まとめ 

 以上のように、施設規模を変更（縮小）した理由は、「推計の見直しによる人口の減少」、

「資源化の推進」及び「発生抑制の推進」等によって施設規模の算定上の根拠となる可燃ご

み量が当初の見込みよりも低く抑えられると判断した結果であり、これを基に現在の施設規

模である 240t/日と算定したものである。 

 なお、資源化の推進、発生抑制には、関係市町や住民の理解・協力が不可欠である。今後

も関係市町との連携を図るとともに、住民への啓発等、環境・廃棄物問題に対する関心を高

めていく考えである。 

 

５ 参考 

 参考として、「ごみ処理基本計画【平成 14 年度改訂版】」（平成 14 年、城南衛生管理組

合）に記載されている新長谷山清掃工場の施設規模算定計算の結果と、各種ごみ量に係る処

理量総括集計を次表に示す。 
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新長谷山清掃工場の施設規模算定 

 

 
　　A．施設整備に係る計画目標年次 Ｈ24  年度

　　B．計画年間処理量 130,479  t/年

　　C．計画年間日平均処理量 357.5  t/日

　　D．年間稼動日数 280  日

　　E．調整稼働率 0.96

　　F．実稼働率 0.767

　　G．既存施設年間処理量（折居） 65,900  t/年

　　H．既存施設年間日平均処理量（折居） 180.5  t/日

　　【施設規模算出計算式】

　　　 　　 整備規模 ＝ (計画年間日平均処理量ー既存施設の年間日平均処理量)

             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷ 実稼働率 ÷ 調整稼働率

　　　　　  ＝ (Ｃ － Ｈ) ÷ Ｆ ÷ Ｅ

施設規模 ＝  t/日

※

240.4240.4240.4240.4

ごみ処理施設整備の規模は、「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いにつ
いて」（平成10年４月８日、衛環第33号、以下「交付要綱」という。）に基づいて算出
している。

＊ 
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資料資料資料資料２２２２    処理処理処理処理システムシステムシステムシステム変更変更変更変更にににに伴伴伴伴うううう塩類挙動等塩類挙動等塩類挙動等塩類挙動等のののの状況状況状況状況    
 塩素挙動のイメージフロー（焼却炉稼働時） 放流水量等 備考 

平
成
14
年
2
月
以
前
 

 

(低)

(低) (高)

(やや高)

(高)
(高)

(高)

(高)

浸出水等

(高)

(低)
放流（長谷川）

埋立処分（フェニックス、
　一部奥山埋立処分場）

煙突（排出ガス）

飛灰

排水処理

冷却水槽

灰ピット

焼却灰
冷却水槽

焼却炉 水噴射 電気集じん器

気体
固体
固体(湿潤状態)
液体  

 
 放流項目 放流水量 

稼
働
時 

焼
却
炉 

・灰ピット汚水(焼却灰､飛灰) 
・洗車排水 
・生活系排水 
・奥山埋立処分場浸出水 
・奥山リユースセンター排水 
・リサイクルプラザ排水 

110.2m3/日 

停
止
時 

焼
却
炉 

・洗車排水 
・生活系排水 
・奥山埋立処分場浸出水 
・奥山リユースセンター排水 
・リサイクルプラザ排水 

110.2m3/日 
以下 

 

 
○ 焼却灰及び飛灰を水で冷却するため、焼却灰及
び飛灰は湿潤状態となり、灰ピットで汚水が生
じる。この汚水には焼却灰及び飛灰中の塩素を
含む。 

○ 塩類は排水処理によって除去できないため、放
流水に含まれる。 

○ 焼却灰及び飛灰の塩素分析例 

項目 
成分試験 
(%) 

溶出試験
(mg/�) 

焼却灰  1.4  1400 
ストーカ炉飛灰 11.0 11000 
注 ：ストーカ炉飛灰はアルカリ添加なし 
資料：「特別管理一般廃棄物ばいじん処理マニュアル」

（1993 年、(財)廃棄物研究財団） 

平
成
14
年
3
月
以
降
（
現
在
）
 

 

浸出水等

(低) (極高)

(高)

(低)

(極低)

(極高)

(低)

(低)
(低)

(低)(低)

飛灰

灰ピット

排水処理

排水処理

埋立処分（フェニックス）

埋立処分（フェニックス）

煙突（排出ガス）

再利用（減温塔）

放流（長谷川）

焼却灰
冷却水槽

焼却炉

消石灰

水噴射 減温塔 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ

気体
固体
固体(湿潤状態)
液体  

 
 放流項目 放流水量 

稼
働
時 

焼
却
炉 

・奥山埋立処分場浸出水 
・奥山リユースセンター排水 
・リサイクルプラザ排水 

61.3m3/日 

停
止
時 

焼
却
炉 

・洗車排水 
・生活系排水 
・奥山埋立処分場浸出水 
・奥山リユースセンター排水 
・リサイクルプラザ排水 

93.8m3/日 
以下 

 

 
○ 特に塩素が高濃度となる飛灰を乾式で処理す
るため、飛灰中の塩素は水相に移行しない。 

○ 依然、焼却灰は水で冷却するが、灰ピット汚水
は焼却施設で再利用する。 

○ 焼却炉停止時は焼却施設での再利用ができな
いため、放流水量は稼働時より増加する。 

○ 焼却灰及び飛灰の塩素分析例 

項目 
成分試験 
(%) 

溶出試験
(mg/�) 

焼却灰  1.4  1400 
バグフィルタ飛灰 15.0 14000 

注 ：バグフィルタ飛灰はアルカリ添加あり 
資料：「特別管理一般廃棄物ばいじん処理マニュアル」

（1993 年、(財)廃棄物研究財団） 

平
成
18
年
度
以
降
（
将
来
）
 

 

再利用（減温塔）浸出水等

(低) (やや高)

(高)

(極低)

(低)

再利用（スラグ）
(極低)

(やや高)

(やや高)

バグフィルター
(極低)

(やや高)

(極高)

(極低)

(低)

スラグピット

(低)
(極低)

(

や
や
高)

(やや高)

飛灰

溶融飛灰 埋立処分（フェニックス）

煙突（排出ガス）

埋立処分（フェニックス）飛灰
(極高)

排水処理

焼却炉

溶融炉

冷却水槽
スラグ

焼却灰

(高)

活性炭 消石灰

活性炭

ﾎﾞｲﾗ 減温塔 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ

減温塔 ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ

気体
固体
固体(湿潤状態)
液体  

 
 放流項目 放流水量 

稼
働
時 

焼
却
炉 

すべて再利用   0m3/日 

停
止
時 

焼
却
炉 

・洗車排水 
・生活系排水 
・奥山埋立処分場浸出水 
・奥山リユースセンター排水 
・リサイクルプラザ排水 

100m3/日 
以下 

 

 
○ 焼却灰、飛灰ともに乾式で処理するため、塩素
は水相に移行しない。 

○ スラグピットでは水切れがよいため、排水はほ
とんど発生しない。 

○ 溶融処理では多くの塩素が溶融飛灰へ移行。 
○ 溶融生成物等の塩素分析例（実験設備データ） 

成分試験(%) 
項目 

焼却灰 混合灰 
焼却灰又は混合灰  0.54 4.9 

スラグ <0.1 0.13 
溶融飛灰 13.3 41.8 
メタル 0.3 <0.1 

注１：焼却灰及び混合灰は溶融処理対象物。 
混合灰は焼却灰と飛灰の混合物 

注２：表中の「< 数値」（数値＝定量下限値）は、定量
下限値未満であったことを示す 

資料：窒素プラズマによる特別管理一般廃棄物の溶融処理
（1996 年、第 7 回廃棄物学会研究発表会講演論文集
pp.445-447） 

    


